
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和３年８月２０日（金） １０：０２～１０：１３ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：菅 義 偉 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

武 田 良 太 国務大臣（総務大臣） 

上 川 陽 子 国務大臣（法務大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（文部科学大臣） 

田 村 憲 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 上 浩太郎 国務大臣（農林水産大臣） 

赤 羽 一 嘉 国務大臣（国土交通大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岸 信 夫 国務大臣（防衛大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣官房長官） 

平 沢 勝 栄 国務大臣（復興大臣） 

棚 橋 泰 文 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

坂 本 哲 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

平 井 卓 也 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

丸 川 珠 代 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣，内閣府特命担当大臣） 

井 上 信 治 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

欠 席 者：茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣）

梶 山 弘 志 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：坂 井 学 内閣官房副長官 

岡 田 直 樹 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

欠 席 者：杉 田 和 博 内閣官房副長官

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ５件 

○政令        ６件 

○人事        ３件 

○報告        １件 

○配布        １件 

いずれも，案件表のとおり，決定等となった。 
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議事内容： 

○加藤国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，岡田副長官から御説明申し上げます。 

○岡田内閣官房副長官：一般案件について，申し上げます。まず，予備費の使用につ

いて，御決定をお願いいたします。本件は，自衛隊の病院等において行う診療の増

加に対応する必要な経費として，一般会計予備費から約９３億円を使用するもので

あります。 

次に，「日米地位協定」第２条に基づく，米軍使用施設・区域の追加提供等につい

て，御決定をお願いいたします。今回の案件は，米軍が単独訓練を実施するため，

東京都小笠原村の「硫黄島通信所」の一部を追加提供するもの等，計３件でありま

す。 

次に，「カナダ国」及び「ナイジェリア国」駐日特命全権大使の接受に御裁可を仰

ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件は，８月２７日，信任状捧呈の

予定であります。 

次に，政令６件について，御決定をお願いいたします。まず，「行政手続法施行令

の一部を改正する政令」は，育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部改正法の一部の施行に伴い，所要の規定

の整備を行うものであります。 

次に，「地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を

改正する政令」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律施行令等の一部を改正する政令」の２政令は，デジタル社会の形成を

図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い，所要の規定の整備等を行う

ものであります。 

次に，「戸籍法の一部改正法の一部の施行期日令」は，同改正法の一部の施行期日

を本年９月１３日とするものであります。 

次に，「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令」は，ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき新たに設置された防衛装備庁の官署に在勤

する職員に対する地域手当の支給割合等を定めるものであり，「自衛隊法施行令の

一部を改正する政令」は，本年３月卒業の防衛医科大学校卒業生が離職した場合に

おける償還金の算定の基礎となる金額を定める等所要の規定の整備を行うもので

あります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，水産庁次長倉重泰彦に，日中漁

業共同委員会委員たる日本政府代表等を命ずること外１件について，御決定をお願

いいたします。 

次に，裁判官人事といたしまして，退官するものについて，御決定をお願いいた

します。  

次に，柴田巳千夫外４３２名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたしま

す。なお，元参議院議員江田五月を従二位に叙するもの及び，元日本労働組合総評

議会議長黒川武を従三位に叙するものがあります。 
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次に，「一般職の職員の給与についての人事院の報告及び勧告等」について，御報

告があります。本件につきましては，去る１０日に，国会及び内閣に勧告がなされ

たものであり，後程，河野大臣から御発言があります。 

次に，配布資料といたしまして，「消費者物価指数」があります。本件につきまし

ては，後程，総務大臣から御発言があります。 

次に，件名外案件について，申し上げます。まず，「日・イラン税関相互支援協定」

に署名することについて，御決定をお願いいたします。本件は，迅速な通関及び密

輸の効果的な取締りを行うため，税関当局を通じて情報提供等の相互支援を行うこ

とを定めるものであります。なお，２２日の署名まで不公表といたしたいので，御

了承をお願いいたします。 

次に，「円借款の供与に関する書簡」をトルコとの間に交換することについて，御

決定をお願いいたします。本件は，「地方自治体環境改善計画」に，４５０億円を限

度とする円借款を供与することについて，取り極めるものであります。なお，本日

の書簡交換まで不公表といたしたいので，御了承をお願いいたします。 

〇加藤国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，河野大臣。 

〇河野国務大臣：去る８月１０日，人事院から，国家公務員の給与についての報告及

び勧告が提出されました。この勧告を受けて，持ち回りにより第１回給与関係閣僚

会議が開催され，国家公務員の給与の取扱いの検討に着手したところであります。

また，同日，人事院から，国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての

意見の申出が提出されておりますので，別途，この意見を踏まえ，必要な対応を検

討してまいります。 

〇加藤国務大臣：次に，総務大臣。 

〇武田国務大臣：本日，消費者物価指数を公表いたしました。今回の公表から新たな

令和２年基準に基づく指数への切替えを行いました。結果の主なポイントは，次の

とおりです。７月の消費者物価指数は，１年前に比べ０．３％の下落となりました。

生鮮食品を除く指数は，１年前に比べ０．２％の下落と，１２か月連続の下落とな

りました。これは，携帯電話通信料が下落したことによるものです。今後の新型コ

ロナウイルス感染症の状況を見ながら，引き続き，物価動向を注視してまいります。 

〇加藤国務大臣：次に，文部科学大臣。 

〇萩生田国務大臣：国立大学法人大阪大学の学長西尾章治郎は，８月２５日付けで任

期満了となりますが，８月２６日付けで再任いたしたいので，御了解願います。 

〇加藤国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

西村大臣から御発言がございます。 

〇西村国務大臣：本日から，追加７府県を含む１３の都府県で緊急事態措置を，追加

１０県を含む１６の道県でまん延防止等重点措置を，９月１２日を期限として実施

します。全国的に新規陽性者や重症者が急激に増加し，医療提供体制が非常に厳し

い状況です。措置の対象である都道府県においては，酒類・カラオケ設備の提供停

止とともに，より感染リスクの高い場所への人流や人と人との接触機会を減らすた
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めに，百貨店等を含め，１，０００平米を超える大規模商業施設での入場整理を徹

底することとし，さらに地域の感染状況に応じた上乗せ措置も含め，強い措置を講

じていただきます。総理からも経団連などに対してテレワークへの協力をお願いさ

れましたが，私からも関西・中部・九州経済３団体に対して，テレワークの徹底，

職場の感染対策の徹底，検査の拡充について，直接依頼しました。職場や学校だけ

でなく，これまで確認されてこなかった場面でもクラスターが多く発生しています。

関係省庁におかれては，感染力の強いデルタ株を前提に，専門家の意見を踏まえた

ガイドラインの見直しを早急に御検討いただき，関係業界に対し，業種別ガイドラ

インの改定・進化の要請等の対応をお願いします。 

〇加藤国務大臣：なお，海外出張された文部科学大臣の帰朝報告は，お手元の資料の

とおりです。 

  ほかに御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和３年 

８月 20日 

◎ 一 般 案件

   ○ 令和３ 年 度 一般 会計 予 備 費使 用に つ い て（ 決定 ）

（ 財 務 省） 

〃 ○ 「日 本国 と ア メリ カ合 衆 国 との 間の 相 互 協力 及び

安 全 保 障 条 約第 ６ 条 に基 づく 施 設 及び 区域 並 び に

日 本 国 に お ける 合 衆 国軍 隊の 地 位 に関 する 協 定 」

第 ２ 条 に 基 づく 施 設 及び 区域 の 一 部返 還及 び 追 加

提 供 に つ い て（ 決 定 ）        （防 衛 省 ）

☆ カ ナダ 国 特命 全 権 大使 イア ン ・ ジェ ラー ド ・ マッ

ケ イ 外 １ 名 の接 受 に つい て（ 決 定 ） （外 務 省 ） 

◎ 政 令 

  ○行 政 手続 法 施 行令 の一 部 を 改正 する 政 令 （決 定）

（ 総 務 省 ） 

〃 ○地 方 自治 法 施 行令 及び 市 町 村の 合併 の 特 例に 関す

る 法 律 施行 令の 一 部 を改 正す る 政 令（ 決定 ）

（ 同 上） 

〃 ○行 政 手続 に お ける 特定 の 個 人を 識別 す る ため の番

号 の 利 用等 に関 す る 法律 施行 令 等 の一 部を 改 正 す

る 政 令 （決 定）            （ 同 上 ）

〃 ○戸 籍 法の 一 部 を改 正す る 法 律の 一部 の 施 行期 日を

定 め る 政令 （決 定 ）         （法 務 省 ）

〃 ○防 衛 省の 職 員 の給 与等 に 関 する 法律 施 行 令の 一部

を 改 正 する 政令 （ 決 定）       （防 衛 省 ）

〃 ○自 衛 隊法 施 行 令の 一部 を 改 正す る政 令 （ 決定 ）

（ 同 上） 

◎ 人 事 

☆ 水 産 庁次長 倉 重 泰彦 に日 中 漁 業共 同委 員 会 委員 た

る 日 本政 府代 表 等 を命 じ， 財 務 省大 臣官 房 審 議官

平 池 栄一 外２ 名 に 日本 国と ア メ リカ 合衆 国 と の間

の 相 互協 力及 び 安 全保 障条 約 第 ６条 に基 づ く 施設

及 び 区域 並び に 日 本国 にお け る 合衆 国軍 隊 の 地位

に 関 する 協定 第 ２ ５条 によ る 合 同委 員会 日 本 政府

代 表 代理 等を 命 免 する こと に つ いて （決 定 ）

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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☆ 判 事 兼 簡易裁 判 所 判事 榊原 信 次 外１ 名を 願 に 依り 

免 ず る こと につ い て （決 定） 

○ 元 農 林 水産技 官 柴 田巳 千夫 外 ４ ３２ 名の 叙 位 又は 

叙 勲 に つい て（ 決 定 ） 

 

◎ 報  告 

☆ 一 般 職 の職員 の 給 与に つい て の 人事 院の 報 告 及び 

勧 告 等 につ いて          （ 内閣 官 房 ） 

 

◎ 配  布 

☆ 消 費 者 物価指 数           （ 総 務 省） 

 

 

〔 ○ 署 名あ り  ☆ 署 名な し〕   

 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
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令和３年 

８月 20日 

 

◎ 一 般 案件 

 ○ 税 関 に係る 事 項 にお ける 相 互 行政 支援 及 び 協力 に

関 す る 日 本 国政 府 と イラ ン・ イ ス ラム 共和 国 政 府

と の 間 の 協 定の 署 名 につ いて （ 決 定） （外 務 省 ） 

〃  ○ 円借 款の 供 与 に関 する 日 本 国政 府と ト ル コ共 和国 

政 府 と の 間 の書 簡 の 交換 につ い て （決 定 )( 同 上 ） 

 

 

〔 ○ 署 名あ り  ☆ 署 名な し〕 

（ 金 ）   件 名 外 案 件 

資 料  
な し  
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